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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　買物かごを除菌する買物かご除菌装置であって、
　箱型の筐体と、
　前記筐体の一側面に設けられ、前記買物かごの持ち手を上にして１個の買物かごを挿入
及び取出しが可能な扉と、
　前記筐体の内部に固定され、前記扉から挿入された前記買物かごの幅方向を位置決めす
る幅方向位置決め部と、
　前記買物かごを前記筐体内に挿入する過程で、前記買物かごの前記持ち手を上昇させて
、当該買物かごが取出されるまで前記持ち手を上昇させたまま維持する持ち手上昇部と、
　前記筐体内に挿入された前記買物かごに対して除菌用の深紫外光を照射する複数の発光
部と、を備えたことを特徴とする買物かご除菌装置。
【請求項２】
　前記持ち手上昇部は、テーパ面を先端上面又は先端下面に有した棒状であり、前記買物
かごを前記扉から前記筐体内に水平方向に挿入する過程で、前記買物かごの前記持ち手と
前記買物かごの本体との間にクサビとして挿入されることを特徴とする請求項１に記載の
買物かご除菌装置。
【請求項３】
　前記扉における前記筐体側の面に、前記買物かごに対する奥行方向の位置決めを行なう
奥行方向位置決め部を備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の買物かご除菌装置
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。
【請求項４】
　前記扉を開放したことで、前記発光部における深紫外光の照射を停止させる制御部を備
えたことを特徴とする請求項１―３のいずれかに記載の買物かご除菌装置。
【請求項５】
　２個以上の買物かごを重ねて前記扉から挿入しようとしても前記扉が閉まらないことを
特徴とする請求項１－４のいずれかに記載の買物かご除菌装置。
【請求項６】
　利用直前に買物客が買物かごを除菌する買物かご除菌方法であって、
　筐体で覆われた買物かご除菌装置の扉を開けて、１個の買物かごを前記筐体内に挿入す
る買物かご挿入工程と、
　前記筐体内に挿入された買物かごに深紫外光を照射して除菌する除菌工程と、
　除菌後に前記扉を開けて前記１個の買物かごを取出す買物かご取出し工程と、を備え、
　前記買物かご挿入工程の過程において、前記買物かごの持ち手を上昇させる持ち手上昇
工程が実施されることを特徴とする買物かご除菌方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スーパーマーケット等で利用されている買物かごを利用者が利用直前に除菌
する買物かご除菌装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　スーパーマーケット等で自由に利用可能な買物かごは、不特定多数の顧客が利用するも
のであり、感染症が流行している場合、感染のリスクが高い。
【０００３】
　利用者が消毒液を持ち歩いて、自分が利用する買物かごを自ら消毒して除菌することは
可能であるが、消毒液を鞄等に入れて持ち歩くため荷物が重くなる。また、鞄に入ってい
ると思っていても、入れるのを忘れたり、又は消毒液を使い切っていたりして便利ではな
い。
【０００４】
　特許文献１には、積み重ねた複数の買物かごを紫外線と過酸化水素水で除菌するレジ籠
殺菌装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
特許文献１：実用新案登録第３２２９１６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載のものは、複数の買物かごをまとめて除菌するもので
あり、除菌した後利用者が利用するまでの間放置しておくと、利用者でないだれかが手で
触れたり、又は飛沫により再びウィルス汚染される恐れがあるという問題がある。また、
持ち手の下方は買物かご本体に接触しているため、紫外線や過酸化水素水での除菌が不可
能であるという問題がある。
【０００７】
　本発明は上記問題点を解決して、利用者が利用直前に買物かごを持ち手も含めて除菌可
能とすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために本発明は、買物かごを除菌する買物かご除菌装置であって、
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　箱型の筐体と、
　前記筐体の一側面に設けられ、前記買物かごの持ち手を上にして１個の買物かごを挿入
及び取出しが可能な扉と、
　前記筐体の内部に固定され、前記扉から挿入された前記買物かごの幅方向を位置決めす
る幅方向位置決め部と、
　前記買物かごを前記筐体内に挿入する過程で、前記買物かごの前記持ち手を上昇させて
、当該買物かごが取出されるまで前記持ち手を上昇させたまま維持する持ち手上昇部と、
　前記筐体内に挿入された前記買物かごに対して除菌用の深紫外光を照射する複数の発光
部と、を備えたことを特徴とする買物かご除菌装置を提供するものである。
【０００９】
　この構成により、利用者が利用直前に買物かごを持ち手も含めて除菌可能とすることが
できる。
【００１０】
　買物かご除菌装置であって、前記持ち手上昇部は、テーパ面を先端上面又は先端下面に
有した棒状であり、前記扉から前記筐体内に水平方向に挿入される過程で、前記買物かご
の前記持ち手と前記買物かごの本体との間にクサビとして挿入される構成としてもよい。
【００１１】
　この構成により、簡単な機構で容易に持ち手を上昇させることができ、持ち手の下方ま
で除菌することができる。
【００１２】
　買物かご除菌装置であって、前記扉における前記筐体側の面に、買物かごに対する奥行
方向位置決め部を備えた構成としてもよい。
【００１３】
　この構成により、奥行方向にも買物かごの位置決めができ、確実に深紫外線により除菌
ができる。
【００１４】
　買物かご除菌装置であって、２個以上の買物かごを重ねて前記扉から挿入しようとして
も前記扉が閉まらない構成としてもよい。
【００１５】
　この構成により、２個以上の買物かごが重なったことによる持ち手下方などの除菌がで
きない領域をなくすことができる。
【００１６】
　上記課題を解決するために本発明は、利用直前に買物客が買物かごを除菌する買物かご
除菌方法であって、
　筐体で覆われた買物かご除菌装置の扉を開けて、１個の買物かごを前記筐体内に挿入す
る買物かご挿入工程と、
　前記筐体内に挿入された買物かごに深紫外光を照射して除菌する除菌工程と、
　除菌後に前記扉を開けて前記１個の買物かごを取出す買物かご取出し工程と、を備え、
　前記買物かご挿入工程の過程において、前記買物かごの持ち手を上昇させる持ち手上昇
工程が実施されることを特徴とする買物かご除菌方法提供するものである。
【００１７】
　この構成により、利用者が利用直前に買物かごを持ち手も含めて除菌可能とすることが
できる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の買物かご除菌装置、及び買物かご除菌方法により、利用者が利用直前に買物か
ごを持ち手も含めて除菌可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施例１における買物かご除菌装置を説明する図。
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【図２】本発明の実施例１における持ち手上昇部及び複数の発光部と買物かごとの関係を
説明する図。
【発明を実施するための形態】
【実施例１】
【００２０】
（買物かご除菌装置）
　本発明の実施例１における買物かご除菌装置について、図１、２を参照して説明する。
図１は、本発明の実施例１における買物かご除菌装置を説明する図で、（ａ）は正面図、
（ｂ）は側面図を示す。図２は、本発明の実施例１における持ち手上昇部及び複数の発光
部と買物かごとの関係を説明する図で、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図である。
【００２１】
　買物かご除菌装置１００は、箱型で鉄など金属製の筐体１０を有し、その一側面に扉２
０を備えている。扉２０は開閉のための把手２１、内部を視認可能とするための窓２３、
奥行方向端部には奥行方向位置決め部１６、及び扉２０の内面（筐体側の面）には買物か
ごＢに対する奥行方向の位置決めを行なう奥行方向位置決め部２２を備えている。
【００２２】
　買物かご除菌装置１００の筐体１０内には、扉１０から買物かごＢを１個挿入すること
ができる。つまり、把手２１を引き、扉２０を開けて、買物かごＢを上向きにして（持ち
手ＢＨ１、ＢＨ２がある方を上にして）内部に挿入する。その際、持ち手ＢＨ１、ＢＨ２
は開いた状態（買物かごＢの本体ＢＸに持ち手ＢＨ１、ＢＨ２が接触した状態）にして挿
入する。
【００２３】
　筐体１０の内部には、筐体１０の正面視左側端部に固定され、扉２０から挿入された買
物かごＢの左幅方向を位置決めする幅方向位置決め部１３と、筐体１０の正面視右側端部
に固定され、扉２０から挿入された買物かごＢの右幅方向を位置決めする幅方向位置決め
部１４とを備えている。これにより、挿入される買物かごＢの左右の位置決めが行われる
。
【００２４】
　また、買物かごＢを筐体１０内に挿入する過程で、買物かごＢの持ち手ＢＨ１、ＢＨ２
を開いた状態からそれぞれ上昇させて、買物かごＢが取出されるまで持ち手ＢＨ１、ＢＨ
２を上昇させたまま維持する持ち手上昇部１１、１２を備えている。持ち手上昇部１１、
１２は、扉１０からみて筐体１０の奥行方向（図１における＋ｙ方向）端部に固定され、
手前方向（図１における―ｙ方向）に向けて棒状をなしている。持ち手上昇部１１、１２
の手前側である先端は先端上面にテーパ面を有している。これにより、扉２０から筐体１
０内に水平方向に買物かごＢを挿入する過程で、買物かごＢの持ち手ＢＨ１、ＢＨ２と買
物かごＢの本体ＢＸとの間にクサビとして挿入される。そうすると、持ち手ＢＨ１、ＢＨ
２は挿入されるにしたがって持ち上がっていく。そして、買物かごＢを取出すまで、持ち
手ＢＨ１、ＢＨ２の上昇を継続させる。
【００２５】
　買物かご除菌装置１００は、持ち手上昇部１１、１２により買物かごＢの持ち手ＢＨ１
、ＢＨ２を上昇させている。そのため、買物かごＢを持ち手ＢＨ１、ＢＨ２の下方及び持
ち手ＢＨ１、ＢＨ２が開いたときに接触する本体ＢＸの上面も含めて除菌することができ
る。
【００２６】
　買物かご除菌装置１００は、１個の買物かごＢを除菌するものである。仮に、２個以上
の買物かごＢを買物かご除菌装置１００に挿入しようとしても、持ち手上昇部１１、１２
が２個目の買物かごＢの本体ＢＸに干渉して挿入できず扉２０を閉めることができない。
これにより、２個以上の買物かごが重なったことによる持ち手下方などの除菌ができない
領域をなくすことができる。
【００２７】
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　筐体１０内には、筐体１０内に挿入された買物かごＢに対して除菌用の深紫外光を照射
する複数の発光部１５（１５ａ～１５ｆ）を備えている。発光部１５（１５ａ～１５ｆ）
は、蛍光灯からなり、波長２５０ｎｍ以下の深紫外光を発光することができる。図示しな
い照光型スイッチを押すことにより、発光部１５ａ～１５ｄは、買物かごＢの上方から深
紫外光を１５秒間照射し、発光部１５ｅは買物かごＢの左側方から上昇している持ち手Ｂ
Ｈ１の下方と本体ＢＸの上面に対して深紫外光を１５秒間照射する。また、発光部１５ｆ
は買物かごＢの右側方から上昇している持ち手ＢＨ２の下方と本体ＢＸの上面に対して深
紫外光を１５秒間照射する。
【００２８】
　深紫外光は、地球上に自然には存在しない光であり、生物のＤＮＡが破壊される。これ
により、買物かごＢに付着しているウィルスが死滅する。筐体１０外にいる利用者に深紫
外光の影響が及ばないように、筐体１０は鉄などの金属で覆われ、窓２３は深紫外光を通
さないガラスで構成されている。なお、実施例１においては、窓２３をガラスで構成した
が、必ずしもこれに限定されず適宜変更が可能である。例えば、紫外線（ＵＶ）カットア
クリルで構成してもよい。これにより、破損の危険性が回避できる。
【００２９】
　窓２３から深紫外光の照射の様子を見ると青く光っているのが確認できるとともに、図
示しない照光型スイッチが点灯する。また、図示しない照光型スイッチが消灯し、青く光
るのが止まることにより深紫外光の照射は終わったことを確認できる。また、扉２０を開
けると図示しない制御部により発光部１５（１５ａ～１５ｆ）の発光を停止する。
【００３０】
　なお、実施例１においては、持ち手上昇部１１、１２の手前側である先端は先端上面に
テーパ面を有している構成としたが、必ずしもこれに限定されず適宜変更が可能である。
例えば、持ち手上昇部１１、１２の手前側である先端は先端上面及び下面にテーパ面を有
している構成としてもよいし、持ち手上昇部１１、１２の手前側である先端は先端下面に
テーパ面を有している構成としてもよい。
【００３１】
（買物かご除菌方法）
　次に、買物かご除菌装置１００を用いた買物かご除菌方法について説明する。買物かご
Ｂの利用者は利用する直前に、買物かご除菌装置１００の扉２０を開けて、買物かごＢ１
個を筐体内に挿入し扉２０を閉めて買物かご挿入工程を実施する。
【００３２】
　買物かご挿入工程の過程においては、買物かごＢの持ち手ＢＨ１、ＢＨ２を上昇させる
持ち手上昇工程が持ち手上昇部１１、１２により実施される。
【００３３】
　買物かごＢが筐体１０内に挿入されると、図示しない照光式スイッチを押して、発光部
１５（１５ａ～１５ｆ）を発光させて深紫外光を買物かごＢに照射させる除菌工程を実施
する。この除菌工程においては、持ち手ＢＨ１、ＢＨ２が上昇していることから、持ち手
ＢＨ１、ＢＨ２の下方やその下の本体ＢＸ上面も含めて除菌することができる。このとき
、図示しない照光式スイッチが点灯して殺菌中であることを利用者に知らせる。
【００３４】
　なお、実施例１においては、除菌工程を開始するにあたり、図示しない照光型スイッチ
を押すようにしたが、必ずしもこれに限定されず適宜変更が可能である。例えば、照光型
スイッチを押さずに、扉２０を開けて買物かごＢ１個を筐体内に挿入し扉２０を閉めるこ
とで除菌工程を開始させてもよい。
【００３５】
　約１５秒して除菌が終了すれば、照光式スイッチが消灯するとともに、窓２３から見え
ていた青い光が消えるので、利用者は殺菌が終了したことを知ることができる。利用者は
、扉２０を開けて一の買物かごＢを取出す買物かご取出し工程を実施して買物かご除菌方
法が終了する。利用者は目の前で、自分が利用する買物かごが除菌されるので、安心して
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【００３６】
　このように、実施例１においては、買物かごを除菌する買物かご除菌装置であって、
　箱型の筐体と、
　前記筐体の一側面に設けられ、前記買物かごの持ち手を上にして１個の買物かごを挿入
及び取出しが可能な扉と、
　前記筐体の内部に固定され、前記扉から挿入された前記買物かごの幅方向を位置決めす
る幅方向位置決め部と、
　前記買物かごを前記筐体内に挿入する過程で、前記買物かごの前記持ち手を上昇させて
、当該買物かごが取出されるまで前記持ち手を上昇させたまま維持する持ち手上昇部と、
　前記筐体内に挿入された前記買物かごに対して除菌用の深紫外光を照射する複数の発光
部と、を備えたことを特徴とする買物かご除菌装置により、利用者が利用直前に買物かご
を持ち手も含めて除菌可能とすることができる。
【００３７】
　また、利用直前に買物客が買物かごを除菌する買物かご除菌方法であって、
　筐体で覆われた買物かご除菌装置の扉を開けて、１個の買物かごを前記筐体内に挿入す
る買物かご挿入工程と、
　除菌後に前記扉を開けて前記１個の買物かごを取出す買物かご取出し工程と、を備え、
　前記買物かご挿入工程の過程において、前記買物かごの持ち手を上昇させる持ち手上昇
工程が実施されることを特徴とする買物かご除菌方法により、利用者が利用直前に買物か
ごを持ち手も含めて除菌可能とすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明買物かご除菌装置、及び買物かご除菌方法により、利用者が利用直前に買物かご
を持ち手も含めて除菌可能とすることができる。
【符号の説明】
【００３９】
１０：筐体　　１１：持ち手上昇部　　１２：持ち手上昇部　　
１３：幅方向位置決め部　　１４：幅方向位置決め部　　
１５（１５ａ～１５ｆ）：発光部　　１６：奥行方向位置決め部　　
２０：扉　　２１：把手　　２２：奥行方向位置決め部　　２３：窓　　
Ｂ：買物かご　　ＢＨ（ＢＨ１、ＢＨ２）：持ち手　　ＢＸ：本体　　
１００：買物かご除菌装置　　

 
【要約】
【課題】利用者が利用直前に買物かごを持ち手も含めて除菌可能とすることを課題とする
。
【解決手段】買物かごを除菌する買物かご除菌装置であって、箱型の筐体１０と、前記筐
体の一側面に設けられ、前記買物かごの持ち手を上にして１個の買物かごを挿入及び取出
しが可能な扉２０と、前記筐体の内部に固定され、前記扉から挿入された前記買物かごの
幅方向を位置決めする幅方向位置決め部と、前記買物かごを前記筐体内に挿入する過程で
、前記買物かごの前記持ち手を上昇させて、当該買物かごが取出されるまで前記持ち手を
上昇させたまま維持する持ち手上昇部１１、１２と、前記筐体内に挿入された前記買物か
ごに対して除菌用の深紫外光を照射する複数の発光部１５ａ～１５ｆと、を備えたことを
特徴とする買物かご除菌装置
とした。
【選択図】　図１
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